
 第７回参考資料２  

 

平成３０年度保険者努力支援制度（都道府県分）の本県の評価結果 

 

１ 全体の評価結果 

 

指  標 評 価 の 概 要 満 点 本県獲得点 全国平均 本県順位 

①主な市町村指

標の都道府県

単位評価 

市町村の取組の主要指標について、都道

府県平均値に基づく評価を行う。 

１００ ５３ ６６ ４２ 

②医療費適正化

のアウトカム

評価 

国保被保険者に係る年齢調整後一人当た

り医療費に着目し、その水準が低い場合、

前年度より一定程度改善した場合に評価

を行う。 

５０ １０ １５ ２６ 

③都道府県の取

組状況 

各都道府県の医療費適正化等に関する取

組の実施状況について評価を行う。 

６０ ５１ ５１ ３４ 

合      計 ２１０ １１４ １３２ ３９ 

 

２ 指標別の評価結果 

 

指標① 主な市町村指標の都道府県単位評価 

指        標 満 点 本県獲得点 全国平均 本県順位 

特定健診･特定保健指導の受診率の達成状況等（H27年度実績） ２０ ８ 8.5 ２０ 

受診勧奨等糖尿病等の重症化予防の取組状況 １０ ０ 4.8 ３０ 

健康づくりポイント付与等個人インセンティブの提供状況 １０ １０ 8.0 １ 

後発医薬品の使用割合の達成状況等（H28年度実績） ２０ １０ 13.0 ２０ 

保険料収納率の達成状況等（H28年度実績） ２０ ５ 11.7 ４０ 

合      計 １００ ５３ 66.0 ４２ 

※合計には、全都道府県に配分される体制構築加点２０点を含む。 

 

指標② 医療費適正化のアウトカム評価 

指        標 満 点 本県獲得点 本県順位 

年齢調整後1人当たり医療費が全国上位にあるか（H27年度実績） ２０ １０ １６ 

年齢調整後 1人当たり医療費が前年度より改善しているか ３０ ０ ３１ 

合      計 ５０  １０ ２６ 

 

指標③ 都道府県の取組状況 

指  標 満 点 本県獲得点 全国平均 本県順位 

糖尿病性腎症重症化予防プログラムの策定や連携状況 ２０ ２０ 18,7 １ 

不正利得の回収や第三者求償等に関する市町村への助言等 １０ １ 6.9 ４５ 

市町村ごとの法定外繰入の削減に向けた個別計画作成状況等 ３０ ３０ 24.9 １ 

合       計 ６０ ５１ 50.5 ３４ 
 



指標① ：主な市町村指標の都道府県単位評価

評価の概要 ○ 市町村分の主要指標について、都道府県平均値に基づく評価を行う。

具体的
評価方法

○ 以下の指標について、都道府県平均値に基づく評価を実施

保険者努力支援制度について（都道府県分(ⅰ)指標①）

（ⅰ）特定健診・特定保健指導の実施率（平成27年度実績を評価） 加点 各10×２＝20 2０

① 特定健診（特定保健指導）受診率の都道府県平均値が目標値（60％）を達成しているか。 ６

② ①の基準は満たさないが、特定健診（特定保健指導）受診率の都道府県平均値が上位３割相当の数値を達成しているか。 ４

③ ①②の基準は満たさないが、特定健診（特定保健指導）受診率の都道府県平均値が上位５割相当の数値を達成しているか。 ２

④ 特定健診（特定保健指導）受診率の都道府県平均値が平成26年度実績と比較して0.9ポイント（特定保健指導の場合は0.3ポイント）以上向上しているか。 ４

(ⅱ)糖尿病等の重症化予防の取組状況 加点 １0

① 管内市町村のうち、市町村指標①から⑤までを満たす市町村の割合が、８割を超えているか。 １０

② ①の基準は満たさないが、管内市町村のうち市町村指標①から⑤までを満たす市町村の割合が、６割を超えているか。 ５

(ⅲ)個人インセンティブの提供 加点 10

① 管内市町村のうち、市町村指標①、②を満たす市町村の割合が４割を超えているか。 １０

② ①の基準は満たさないが、管内市町村のうち市町村指標①、②を満たす市町村の割合が２割を超えているか。 ５

(ⅳ) 後発医薬品の使用割合（平成28年度実績を評価） 加点 ２0

① 後発医薬品の使用割合の都道府県平均値が上位２割相当の数値を達成しているか。 １０

② ①の基準は満たさないが、後発医薬品の使用割合の都道府県平均値が上位４割相当の数値を達成しているか。 ５

③ 後発医薬品の使用割合の都道府県平均値が平成27年度実績と比較して3.7ポイント以上向上しているか。 １０

④ ③の基準は満たさないが、後発医薬品の使用割合の都道府県平均値が平成27年度実績と比較して向上しているか。 ５

(ⅴ) 保険料収納率（平成28年度実績を評価） 加点 20

① 保険料収納率の都道府県平均値が上位2割相当の数値を達成しているか。 １０

② ①の基準は満たさないが、保険料収納率の都道府県平均値が上位４割相当の数値を達成しているか。 ５

③ 保険料収納率の都道府県平均値が平成27年度の実績と比較して0.4ポイント以上向上しているか。 １０

④ ③の基準は満たさないが、保険料収納率の都道府県平均値が平成27年度実績と比較して向上しているか。 ５

【予算規模：200億円程度】
総得点：100点（体制構築含む）

体制構築加点 20点

※体制構築加算は制度施行当初の暫定措置とする



指標② ：医療費適正化のアウトカム評価

評価の概要

○ 国保被保険者に係る年齢調整後一人当たり医療費に着目し、
・その水準が低い場合
・前年度より一定程度改善した場合
に評価を行う。

具体的
評価方法

○ 国保被保険者に係る年齢調整後一人当たり医療費の当該都道府県の数値について、以下の場合に評価

(ⅰ)全国上位である場合
平成27年度の数値が全国平均よりも低い水準である場合
・１～５位 20点
・６～10位 15点
・11位～ 10点

(ⅱ)改善した場合
平成27年度の数値が前年度より改善した場合
・１～５位 30点
・６～10位 25点
・11位～ 20点

※ 年齢調整後一人当たり医療費の改善は、当該年度の国保被保険者に係る医療費の伸びが、全国平均よりも相
対的に低いことを意味する

⇒ (ⅰ)と(ⅱ)の点数を合計した上で、各都道府県の被保険者数を乗じた値に基づいて交付額を決定

保険者努力支援制度について（都道府県分(ⅱ)指標② ）

【予算規模：150億円程度】



指標③：都道府県の取組状況

評価の
概要

○ 各都道府県の医療費適正化等に関する取組の実施状況について評価を行う。

具体的
評価方法

○ 都道府県の取組状況

保険者努力支援制度について（都道府県分(ⅲ)指標③ （30年度運用））

【予算規模：150億円程度】

（交付額の算定方法）
評価指標毎の加点の合計×各都道府県内被保険者数（退職被保険者を含む）により算出した点数を基準として、全都

道府県の算出点数の合計に占める割合に応じて、予算の範囲内で交付する。

評価項目 評価内容 点数

1.医療費適正化等
の主体的な取組
状況

・重症化予防の
取組

・都道府県医師会、都道府県糖尿病対策推進会議等との連携協定を締結するなど、市町村
における重症化予防の取組を促進するための支援策を講じている場合

10

・都道府県版重症化予防プログラムを策定している場合 10

・市町村への指
導・助言等

・給付点検
・国保運営方針に給付点検の実施について記載することとし、平成３０年度
から実施するか。

3

・不正利得
の回収

・国保運営方針に不正利得の回収の実施について記載することとし、平成３
０年度から実施するか。

4

・第三者
求償

①第三者求償に係る市町村の設定目標を把握し、その取組状況を確認して
いるまたは確認予定としているか。

1

②研修の機会等を活用して、第三者求償の目的や債権管理等に関する助言
を行っているまたは行う予定としているか。

1

③都道府県が設置する県立病院や保健所等の機関が第三者行為に関する情
報を市町村に提供しているまたは提供予定としているか。

1

2.法定外繰入の削
減

・都道府県内の市町村が決算補填等目的の法定外一般会計繰入等を行っていない場合、または、都道府県
が国保運営方針に基づき、決算補填等目的の法定外一般会計繰入等を行っている市町村ごとに、削減の目
標年次を定めた個別の計画を作成している場合

※評価内容については、30年度以降の取組の進捗状況等を踏まえつつ必要な見直しを行う

30

（※）今回評価を行わないこととした各種指標（保険者協議会への関与、ＫＤＢの活用、医療提供体制適正化の推進）については、今後
の国における検討状況や都道府県の施行後の進捗状況を踏まえながら、31年度以降の指標に追加する予定


